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 報道関係者 各位 

 
６月は『男女雇用機会均等月間』です 

妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談が増加 

～ 平成２６年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の相談・指導等の状況～ 

 
 男女雇用機会均等法が施行されて３０年を迎えますが、法制度上は男女均等な機会及び待遇の確保

は大きく進展し、企業の雇用管理は改善されつつあるものの、依然として、第一子出産を機に約６割

の女性が退職している状況にあります。 

千葉労働局（局長 小澤 真一）では、第３０回男女雇用機会均等月間にあたり、平成２６年度の男

女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の相談・指導等の状況をとりまとめましたので、今後の取組

も含めて公表します。 
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ポイント 

１ 平成２６年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関する相談・指導等の状況 
（１）妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談が増加 

○雇用均等室に寄せられた労働者からの相談は７２８件であり、前年度（７６３件）より減少し

ているものの、それらの相談のうち、「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」

に関する相談は１３４件（均等法関係６１件、育児・介護休業法関係７３件）と、前年度の相

談１１８件（均等法関係５７件、育児・介護休業法関係６１件）より増加している。 

 （２）男女雇用機会均等法に関する相談は、セクシュアルハラスメントに関する相談が最も多い 

○労働者からの男女雇用機会均等法に関する相談４２０件のうち、「セクシュアルハラスメント」

に関する相談が２８９件、次いで「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談が

６１件（１４．５％）となっている。 

（３）育児・介護休業法に関する相談は、育児休業に関する相談が最も多い 

○労働者からの育児・介護休業法に関する相談３０８件のうち、「育児休業」に関する相談が 

１１２件（３６．２％）、次いで「育児休業等を理由とする不利益取扱い」が７３件（２３.６ 

％）となっている。 

２ 第３０回男女雇用機会均等月間 

厚生労働省では、６月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使

をはじめ社会一般の認識と理解を深めることとしている。 

千葉労働局では、依然として雇用均等室に寄せられている相談件数が多い「妊娠・出産等を理由

とする不利益取扱いの禁止」について、周知・広報活動を実施する。特に、妊娠中の女性労働者に

対し、法律の内容や雇用均等室が相談窓口であること及び早期解決のための紛争解決援助制度等の

周知を行う。 

千葉労働局 



 

１  妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談の状況 

 

 

 

（１）妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談件数の推移（男女雇用機会均等

法関係） 

 ○平成２６年度に労働者から寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は４２０件で、前年度（４

８２件）より減少している（図１－１）。 

 ○労働者からの相談のうち、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談は６１件で、

前年度（５７件）よりも増加している（図１－１）。 

 ○「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談について、労働者からの相談全体に占

める割合の推移をみると、増加している（平成２４年度１１．６％、平成２５年度１１．８％、

平成２６年度１４．５％）（図１－１）。 

 ○「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」の具体的な相談内容としては、「妊娠による体調不良

のため休みがちになったところ、退職してほしいと言われた」「妊娠を伝えたところ、次の契約は

更新しないと言われた」「妊娠中は残業を免除してほしいと申し出たところ、パートになるように

と言われた」などの相談があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談件数の推移（育児・介護休業法関係） 

 ○平成２６年度に労働者から寄せられた育児・介護休業法に関する相談は３０８件で、前年度（２

８１件）より増加している（図１－２）。 

 ○労働者からの相談のうち、「育児休業等を理由とする不利益取扱い」に関する相談は７３件で、前

年度（６１件）よりも増加している（図１－２）。 

 ◆ 妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談は１３４件（男女雇用機会均

等法関係６１件、育児・介護休業法関係７３件）と、前年度（１１８件）より増加している。 



 

 ○「育児休業等を理由とする不利益取扱い」に関する相談について、労働者からの相談全体に占め

る割合の推移をみると、増加している（平成２４年度１５．７％、平成２５年度２１．７％、平

成２６年度２３．７％）（図１－２）。 

 ○「育児休業等を理由とする不利益取扱い」の具体的な相談内容としては、「育児休業後に育児短時

間勤務の利用を希望したところ、パートになると言われた」「育児休業取得後、復職先がないので

自己都合で退職するように言われた」「育児短時間勤務を利用しているが、県外の事業所に異動を

命じられた」「育児休業を取得したところ、復職後は昇給はないと言われた」などの相談があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 男女雇用機会均等法に関する相談・指導状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談状況 

 ○平成２６年度に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は８４７件で、前年度（８７４件）

より減少している（図２－１）。 

 ○相談者の内訳をみると、労働者からの相談が４２０件（４９．６％）と半数を占め、うち男性か

らの相談も３１件あった（図２－１、資料１）。 

 ○労働者からの相談内容をみると、「セクシュアルハラスメント」に関する相談が最も多く２８９件

（６８．８％）、次いで「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」が６１件（１４．５％）、「母

性健康管理」が３４件（８．１％）となっており、これらの相談で全体の約９割を占めている（図

２－２）。 

◆ 男女雇用機会均等法に関する相談（８４７件）のうち労働者からの相談は４２０件であり全体の

半数。 

◆ 労働者からの相談内容をみると、依然として「セクシュアルハラスメント」に関する相談が２８９

件（６８．８％）と最も多く、次いで「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関する相談が６１

件（１４．５％）となっている。 

◆ 雇用均等室が行った是正指導は２３２件、「セクシュアルハラスメント」と「母性健康管理」の指

導が多い。 
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図1-2 育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談の推移

労働者からの相談（総数）
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（２）雇用均等室が行った是正指導の状況 

 ○雇用均等室では、計画的に事業所を訪問し、各企業における雇用管理制度の内容と運用実態の調

査を行い、均等法上問題がある場合は、法に基づく助言・指導等を行い、その是正を図っている。 

 ○平成２６年度は１０５事業所に調査を実施し２３２件の是正指導を行い、全て是正されている。 

  是正指導の内容は、「セクシュアルハラスメント対策」に関するもの（１２９件）、「母性健康管理」

に関するものが（９８件）が多い（資料１）。 
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図２－２ 労働者からの相談内容の内訳（均等法関係）

※「その他」には、産後休業等の労働基準法に関するもの、賃

金・労働時間・深夜業の男女均等取扱いに関する相談が含まれ

る。



 

３ 育児・介護休業法に関する相談・指導状況 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談状況 

 ○平成２６年度に寄せられた育児・介護休業法に関する相談は１，３１７件で、前年度（１，１７

０件）より増加している（図３－１）。 

 ○相談者の内訳をみると、事業主からの相談が７４６件（５６．６％）と半数以上を占め、労働者

からの相談は３０８件（２３．４％）あった（図３－１）。 

 ○労働者からの相談内容をみると、「育児休業」に関する相談が最も多く１１２件（３６．２％）、

次いで「育児休業等を理由とする不利益取扱い」が７３件（２３．６％）、「育児勤務時間勤務等」

が４８件（１５．５％）、介護休業が２６件（８．４％）となっている（図３－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 育児・介護休業法に関する相談（１，３１７件）のうち労働者からの相談は３０８件であり全体の

２３．４％ 

◆ 労働者からの相談内容をみると、「育児休業」に関する相談が最も多く１１２件（３６．２％）、次

いで、「育児休業等を理由とする不利益取扱い」が７３件（２３．６％）となっている。 

◆ 雇用均等室が行った是正指導は７９０件であった。 
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（２）雇用均等室が行った是正指導の状況 

 ○平成２６年度は１７２事業所に調査を実施し７９０件の是正指導を行い、そのほとんどが是正さ

れている。 

  是正指導の内容は、育児関係の制度に関するものが４４９件、介護関係の制度に関するものが１

９８件であった。 

 

４ 紛争解決援助の状況 

 雇用均等室では、労働者と事業主との間で、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関する民

事上のトラブルが生じた場合、これを迅速に解決するために労働局長による紛争解決援助や調停会

議による調停を行っています。 

 

 

    

○平成２６年度における労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は２０件（均等法１４件、

育児・介護休業法６件）であった。 

また、労働局長による援助のうち、「妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い」が８件、「育児

休業等を理由とする不利益取扱い」が１件となっている（資料１）。 

 

○調停会議による調停申請の受理件数は、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」１件であ

った（資料１）。 

◆ 紛争解決援助申請事案２１件（労働局長による援助２０件、調停１件）のうち、「妊娠・出

産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」に関する事案は１０件であった。 



 

 ５ 第３０回男女雇用機会均等月間における千葉労働局の取組 

 

（１） 周知・広報活動の実施 

    ・関係機関、使用者団体、労働団体等への協力依頼、各種媒体を通じ、妊娠・出産等を理由

とする不利益取扱いが均等法上禁止されていること及び相談窓口が雇用均等室であること

を周知する。 

   

（２）女性労働者に対する妊娠・出産・育児に係る関連制度・法令についての周知 

  ・市町村の母子手帳交付窓口等に、女性労働者向けのリーフレットの配付を依頼する。 

 

（３） 事業主に対する均等法の周知徹底 

    ・求人説明会などの各種会合での説明及び事業主への資料送付等を行い、均等法に沿った雇

用管理、特に、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等について周知徹底を図る。 

 

＜男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法等に関する相談窓口のご案内＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

 １ 千葉労働局雇用均等室における相談・指導等の状況（添付省略） 

 ２ 千葉労働局雇用均等室における紛争解決援助事例 

 ３ 第３０回男女雇用機会均等月間実施要綱 

 ４ STOP!マタハラ 妊娠中・産後の会社の対応で悩んでいませんか？ 

 

 

職場のマタハラでつらい思い、していませんか？ 

～「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談ください～ 

 

【来室及び電話相談】 

 

 千葉労働局雇用均等室 

    千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎 

ＴＥＬ ０４３－２２１－２３０７ 

  

【相談日時】  

 

   月曜日～金曜日（祝祭日除く） 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 ※相談は無料です 



 

資料２ 

千葉労働局雇用均等室における紛争解決援助事例 

－均等法第９条（妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止）関係－ 
 
＜妊娠で体調が悪く休業していたところ、退職を強要された事例＞ （均等法第１７条事案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜妊娠したこと理由に就業せずに自宅待機を命じられた事例＞  （均等法第１７条事案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料１ 

 

◆女性労働者からの申立内容・主張 

妊娠し体調が悪いため、休業が必要との医師の指導を受け、会社に申し出て休業をし

ていたところ、会社から出勤できなければ辞めるように言われた。就業継続できるよう

にしてほしい。 
  

◆事業主の主張 

    本人は妊娠で体調が悪いと言っているが、妊娠していることを本人から確認できてい

ない。仕事に復帰できないなら辞めるように言っただけである。 
 
◆労働局長による援助 

   妊娠の証明が必要であれば本人から必要な書類等の提出を求めればよいこと、また、
妊娠で体調が悪いために休業が必要との医師等の指導を受け、休業の申出があった場合
は均等法第13条（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）に基づき措置する義務が
あり、妊娠による体調不良のため休業をしたことを理由に退職を強要することは均等法
第9条に違反することを説明し、就業継続できるように求めた。 

 
 ◆結果 

妊娠に係る証明書類等の提出により、申立者の要望どおり就業継続できることになった。 

 
◆女性労働者からの申立内容・主張 

   妊娠したことを会社に報告したところ、就業しないように言われた。 

体調に問題はないので、これまでどおり就業できるようにしてほしい。 
 

◆事業主の主張 

    業務内容が妊娠中の者には負担がある。職場で十分な安全配慮ができないので、妊娠中は就業

させないようにしている。 
 

◆労働局長による援助 

   申立者本人から勤務の軽減等の配慮を求められておらず、通常どおり就業が可能な状況である

にもかかわらず、就業させないことは、不利益な自宅待機であり、均等法第9条に違反すること

を説明し、申立者がこれまでどおり就業できるようにすることを求めた。 

   また、女性労働者が妊娠により体調が悪いため医師等から何らかの指導を受けた場合は、医師

等の指導事項を守ることができるようにするための措置（勤務の軽減、休業等）が必要になるこ

とを併せて説明し、今後の留意を促した。 
 
 ◆結果 

申立者の要望どおり就業できることになった。 



 

第３０回男女雇用機会均等月間実施要綱    

 
１ 趣 旨 

男女雇用機会均等法（以下「均等法」という。）が施行されて３０年を迎えるが、法制度上は

男女の均等な機会及び待遇の確保は大きく進展し、企業の雇用管理は改善されつつあるが、依然

として、第一子出産を機に約6割の女性が退職しており、管理職比率も低い水準にとどまる状況

にある。 

現内閣は、2020年までに指導的地位に占める女性の割合を３０％とすることを目標に、女性の

活躍推進を成長戦略の中核に位置づけているが、女性が、キャリアをいかして様々な職域・職階

で活躍できるようにするためには、性別によらない雇用管理を行うことはもとより、妊娠・出産

等を理由に退職することなく、子供を産み育てながら、能力を高めつつ働き続けられる職場環境

を整備していくことが不可欠である。 

特に、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いや母性健康管理措置についての相談は引き続き

高い水準で推移していることから、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等の徹底を図

る必要がある。 

厚生労働省では、６月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労

使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としている。本年度においては、次の目標を掲げ、

月間を実施する。 

 

２ 目標・主たる広報テーマ 

（１）均等法及び省令・指針の一層の周知徹底及び履行確保、とりわけ妊娠・出産等を理由とする 

不利益取扱いの禁止及び母性健康管理措置の周知徹底 

（２）性別役割分担意識を払拭し、男女がともに豊かな生活と職業能力向上を両立できる職場環境整

備が社会にとってきわめて重要であることについての社会一般への定着  

 

３ 期 間 

平成２７年６月１日から３０日までの１か月 

 

４ 主 唱 

厚生労働省 

 

５ 協力を依頼する機関、団体 

関係行政機関、報道機関、使用者団体、労働団体、その他 

 

６ 実施事項 

（１）周知・広報活動の実施 

月間の趣旨や均等法の施行状況の記者発表を行うとともに、月間周知用ポスターの作成・

配布を行うほか、各種媒体を通じ、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いが均等法上禁止

されていること、及び事業主は妊娠中または出産後の働く女性が妊産婦健診を受けるための

時間を確保し、その女性が医師等の指導事項を守ることができるための措置を講じる義務が

あることの周知や相談窓口が雇用均等室であることも含め広報活動を実施する。 

（２）協力依頼の実施 

関係行政機関、報道機関、使用者団体、労働団体等に対し、月間実施に係る協力を依頼す

る。また、使用者団体に対しては、傘下団体・会員企業等に対する男女均等取扱いのための

各種取組を促すよう要請する。 

特に、市町村の母子手帳交付窓口に対し、母子手帳交付時に働きながら出産しようとする

女性に対するリーフレットの配布（昨年７月に依頼）を再度依頼する。 

（３）均等法に基づく指導の集中的実施 

都道府県労働局雇用均等室において、男女均等取扱いの実現及び妊娠・出産等を理由とす

る不利益取扱いの禁止等の徹底のための事業主に対する指導を集中的に実施する。 

資料３ 



会社とトラブルになったら、ひとりで悩まずに、 
お早目に雇用均等室（連絡先：裏面）までご相談ください 

STOP! マタハラ 

つわりがひどくお医者さん
からの指導もあって休ん
だら退職してほしいと言

われた・・・ 
妊娠を理由に夜勤を
断ったら正社員から
パートにされた 

派遣社員で勤務してい
るが妊娠を報告したら
次回の契約を更新して

もらえなかった 

育児休業から復帰した
ら自宅から遠い勤務地
へ異動になった 

重労働なので軽易な
業務への転換を求め
たら、やめるように言

われた・・ 

妊娠の報告をしたら、会
社から休業を命じられた 

  こんな取扱いを受けたら法違反です 例えばこんなことを理由として 

・妊娠した、出産した 

・妊婦健診を受けに行くため仕事を休んだ 

・つわりや切迫流産で仕事を休んだ 

・産前・産後休業をとった 

・育児休業をとった 

・子どもが病気になり、看護休暇をとった 

・育児のため残業や夜勤の免除を申し出た など。 

・解雇された 

・退職を強要された 

・契約更新がされなかった 

・正社員からパートになれと強要された 

・減給された 

・普通ありえない様な配置転換をされた など。 

妊娠・出産・産休・育休などを理由とする 解雇などの不利益な取扱いは、 
法律（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法）で禁止されています。 
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妊娠期 産後8週間 小学校 
入学 

1歳 3歳 

産前・産後休業 

短時間勤務制度（所定労働時間を１日原則6時間にする制度） 

育児時間（1日2回、少なくとも各30分） 

8週間 
出産 

残業（所定外労働※）の制限 

子の看護休暇（子が1人なら年5日、2人以上なら年10日） 

時間外労働の制限（1か月24時間、1年150時間まで）、 
深夜業（午後10時～午前5時）の免除 

パート・アルバイト等を含め、すべての女性
が産前・産後休業を取得できます。 

6週間 
保育所に入所できないなど
の事情があれば、1歳6か
月まで育児休業を延長する
ことができます。 

両親共に育児休業を
取得した場合は、休
業対象となる子の年
齢が原則1歳までか
ら原則1歳2か月ま
でに延長されます。 
(パパ・ママ育休プラス) 

育児休業 
育児休業給付の給付割合が、休業開始後6ヶ
月につき、67%に引き上げられました！ 

・パート・アルバイト等であっても、一定の要件を   
 満たせば取得できます。 
・女性は産後休業終了後から、男性は出産予定日か 
 ら取得できます。 

事業主に申出・請求する
ことで利用できます！ 

遅くとも、育児休業開始予定日の1
か月前までに会社へ育児休業申出
書などを提出します。 

産休、育休期間中は社会保険料負担が免除されます！ 

妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度はたくさんあります！ 

産前６週間 

※時間外労働：労働基準法で定められている１日８時間または１週間４０時間を超える労働。 
 残業（所定外労働）：会社で決められている始業から終業までの時間を超える労働。 

他にもこういう制度も
あります！ 

 
 

・時間外労働（※）や深夜業ができない場合、それらの制限の申出・請求を
することができます。 
・妊婦健診を受けるための時間を確保したり、ラッシュを避けるために通勤
の時間をずらしてもらうことも申出・請求することができます。 

  
 ★都道府県労働局雇用均等室とは？ 
  ・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、パートタイム労働法の施行、 
   これらの法律の周知、履行確保等を行う国の機関です。 
  ・労働者や事業主の方々からの相談の受付け、適切な雇用管理がなされるよう事業主への報告徴収や 
   是正指導を行っています。 
  ・労働者と事業主の間に上記法律に関するトラブルが起きた場合は、労働局長による援助や調停会議 
   も行っています。 

千葉労働局 雇用均等室 
 

TEL  :  ０４３－２２１－２３０７      
 

〒２６０－８６１２ 千葉市中央区中央４丁目１１番１号 千葉第２地方合同庁舎 
 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分(土・日・祝・年末年始を除く） 
 相談は随時行っていますが、来局される場合は電話予約をお勧めします。 


